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研究成果の概要（和文）：　チャータースクール(以下CS)における管理運営組織の支援による効果的な学校経営
モデルの開発という研究目的を達成するために、主にミネソタ州とルイジアナ州を取り上げて、事例調査・分析
を行った。
　本研究においては、ミネソタ州が法制化したMinnesota Authorizer Performance Evaluation System(MAPES)
という、CSの管理運営組織であるオーソライザーの質保障を目的とした新たな仕組みと実態の一端を明らかに
し、効果的なCS経営モデルの開発に資するMAPESの可能性と課題について言及した。また、MAPESによる公教育体
制再構築の実態と課題について考察した。

研究成果の概要（英文）：  To achieve the research objective of developing an effective school 
management model through the support of charter school authorizing organizations, case studies and 
analyses were conducted, focusing primarily on Louisiana and Minnesota.
  In this study, we shed light on Minnesota Authorizer Performance Evaluation System, a new 
framework enacted in Minnesota aimed at ensuring the quality of charter school authorizers. We 
discussed the potential and challenges of Minnesota Authorizer Performance Evaluation System in 
contributing to the development of an effective charter school management model. Additionally, we 
examined the possibilities and challenges of restructuring the public education system through 
Minnesota Authorizer Performance Evaluation System.
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
　本研究ではCSによる公教育体制の再構築の可能性と課題について考察を行った。主要な研究知見として、ミネ
ソタ州が制度化したMAPESというオーソライザー評価システムの概要と実態を明らかにした。M
　公教育体制とは、学区教委が公立学校を管理運営する仕組みを指す。公教育体制の再構築とは、学区教委以外
の組織が公立学校としてのCSを管理運営することを指す。ミネソタ州のCS制度及び実態は、公教育体制の再構築
を量的にも質的にも実現しており、それらの知見は、学術的意義が高く、米国だけではなく日本の公教育体制の
再構築を考察する際に高い社会的意義が認められる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
 アメリカ合衆国（以下米国）における公立学校の管理運営は、実質的には学区教育委員会（以
下学区教委）が担っていた歴史を有する。後述するように、現在においても学区教委による公立
学校の管理運営が主流である。 
ところで米国における学校教育の質は、特に都市部において厳しい状況にあると指摘されて

久しい。都市部における学区教委の機能不全も指摘されてきた。一方で、1991 年にミネソタ州
がチャータースクール（以下 CS）法を制定して以降、学区教委に代わる組織が公立学校として
の CS を管理する新たな公教育体制が普及しつつあった。 
 
２．研究の目的 
 CS とは学区教委もしくはその他の非営利組織の認可を受けて学区から相対的に独立し、学校
経営における自律性を保持すると同時に、各州による CS 法に基づき、教育諸目標の達成を義務
付けられ、アカウンタビリティを問われる認可契約更新型公立学校と定義される。 

CS を対象として、それらの学校がどのような効果的な学校経営を行い、どのような成果を挙
げているかを明らかにすることを本研究の目的とする。同時に、CS を管理運営しているオーソ
ライザーと称する組織に焦点を当てる。CS は、学業成績等において常にアカウンタビリティを
果たすことと、一定程度の児童生徒の獲得を条件として経営の継続が認められる。したがって、
CS の安定した経営を確保するためには、CS を管理運営する組織による学校支援の質が非常に
重要になる。目覚ましい教育成果を挙げている CS も存在するが、効果的な学校経営のあり方が
学術的に明らかになっているわけではない。本研究では、複数の州を対象として、チャータース
クールを管理運営する組織の支援による効果的な学校経営モデルを開発する。 
 
３．研究の方法 
 各州が有する CS 制度、及び各州の CS 実態を調査分析した結果、ミネソタ州の CS 制度を焦点
化することとした。そう判断した理由は二つある。第一に、ミネソタ州の CS 法においてはオー
ソライザーになることができる組織が学区教委に限定されておらず、本研究が目指す CS による
公教育体制の再構築を可能にするからである。第二に、ミネソタ州が制度化している Minnesota 
Authorizer Performance Evaluation System（以下 MAPES）が、オーソライザーの質保障を可能
にする仕組みであることが分かったからである。したがって、本研究では主として、ミネソタ州
の MAPES を対象として、文献調査やインタビュー調査を実施した。 
 
４．研究成果 
主たる研究成果は以下の 6点である。 

(1)日本教育経営学会第 59 回大会（2019 年 6 月）において、オーソライザーの質保障を目的と
して制度化されたミネソタ州の MAPES に関する研究発表を行った。事例研究の結果、オーソライ
ザーが一定の水準に達していない場合であっても、ミネソタ教育省による 1 年間の指導（介入）
を通して、一定の水準に引き上げる仕組みを整えていることを明らかにした。また、MAPES の制
度化により、CS をオーソライザーが管理運営する従来の仕組みに加えて、オーソライザーをミ
ネソタ教育省が管理運営する仕組みにもなっていることを明らかにした。 
 
(2) 米国ニューオーリンズ市における CS による公教育体制再構築に関する研究を行った。ルイ
ジアナ州の CS 法によれば、オーソライザーになれる組織は、学区教委と州教育省初等中等教育
局に限定されていた。ただ、同州にはオーソライザーとは別に、CS を支援する Charter 
Management Organization(以下 CMO)を称される非営利組織が複数存在し、CS 支援を行っている
実態を明らかにした。ただし、ルイジアナ州では学区教委が公立学校としての CS を管理運営す
るという従前の公教育体制は維持されており、公教育体制再構築の可能性は高くないことを明
らかにした(1)。 
 
(3) 関西教育行政学会 12 月例会（2020 年）において、「米国チャータースクールのオーソライ
ザーに対する地方教育行政による管理統制に関する研究」を発表した。本発表では、ミネソタ州
における CS のオーソライザーに対する地方教育行政による管理統制の仕組みと実態の一端を明
らかにすることを通して、公教育体制再構築の可能性と課題を考察した。ミネソタ州では学区教
委が管理運営している CS は 5 校のみであり、学区教委以外のオーソライザーが 176 校の CS を
管理運営しており、ミネソタ州では公教育体制の再構築が実現している事実を明らかにした。 
 
(4)日本教育経営学会第 61 回大会（2021 年 6 月）において「米国チャータースクールに対する
オーソライザーによる評価・支援に関する研究」を発表した。本発表では、ミネソタ州の目的特
化型 A オーソライザーを事例として以下の 2 点を明らかにした。第一に、オーソライザーA は、
評価・支援を担当する Cadre Team メンバーの評価能力・専門性を重要視し、多様な教育キャリ



アを有する人材を多く揃え、かつ、ワークショップや研修を行い、Cadre Team メンバーの評価・
支援能力の維持・向上に注力していた。結果としてそれが、ミネソタ教育省によるオーソライザ
ーAに対する高い評価にもつながっていた。第二に、Aによるオーソライジングは oversight を
最重要視し、年間複数回の observation を実施し、メンバー間（リーダーを含む）、あるいは CS
関係者との密なコミュニケーションを通して、より適切な評価・支援を行う仕組みが整えられて
いた。以上のような「評価・支援能力の維持・向上」と「より適切な評価・支援を行う仕組み」
が特に重要視されるのは、すべてのオーソライザーに対して言えることではあるが、オーソライ
ザーAにおいても評価・支援能力や専門性が厳しく問われていることを示している。 
 
(5)日本教育経営学会第 62 回大会（2022 年 6 月）において「米国チャータースクール制度にお
けるオーソライザー評価の実態に関する研究」を発表した。本発表では、オーソライザー評価の
経年比較を通して、MAPES によるオーソライザー評価の実態把握と公教育体制再構築の可能性と
課題について考察し、以下の点を明らかにした。 
2016 年と比較して、2021 年の MAPES パフォーマンス報告書は、評価が３段階改善していた。

それは、2016 年の結果、及び矯正アクションプランに基づき、自己評価の仕組みを作り、CS に
も自身が行っているオーソライジングの評価を聞くなど、自己評価を積極的に行った結果、上記
の評価につながったと言えよう。また、定年延長していたリエゾンについては、新たに
Partnerships Coordinator というポジションを作り、新規採用し、リエゾンとしての役割を果
たしていることも今回の評価につながったと言えよう。事例としたオーソライザーは、長きにわ
たり、ミネソタ州の複数の CS のオーソライザーとして CS を支援・監督してきた。MAPES が制度
化されて以降、1巡目（2010 年から 2015 年）は、MAPES PR の総合評価は、1.60 であり、再評価
を次年度に受けて、オーソライザーの資格を保持できていた。2巡目（2016 年度から 2021 年度）
の MAPES パフォーマンス報告書は、ほとんどの項目についても改善が見られた。したがって、
事例としたオーソライザーの質保障は、達成されたと考えることができる。 
 
(6)日本教育経営学会第 63 回大会（2023 年 6 月）において「米国チャータースクール制度にお
けるオーソライザー評価システムに関する研究」を発表した。本発表の目的は、MAPES の「2 巡
目報告書」に焦点を当てて、ミネソタ州 CS 制度におけるオーソライザー評価システムの概要と
実態を明らかにすることを通して、公教育体制再構築の可能性と課題について考察することで
あった。 
「教育の民営化政策が教育を統制する中央政府の役割を減ずるものではなく、新たに再編成す
るものであり、あるいは公教育制度の解体なのではなく、公教育制度の再構築であるとするなら
ば、それがどのような内実をもつものであるかが積極的に問われなければならない。」(2)と黒崎
は主張したが、本発表は、「公教育体制の再構築」の内実の一端を明らかにしたと言える。 
1991 年にミネソタ州において CS 法が制定されて以降、9 割の州が CS 法を制定しているに至

っている。米国全体で見た場合、CS を管理運営するオーソライザーの 9 割は学区教委であり、
「従来の公教育体制」の下で CS が管理運営されている。一方で、ミネソタ州のように、12 のオ
ーソライザーのうち学区教委は２つのみで、ミネソタ州の CS169 校のうち、学区教委が運営する
CS は 3 校しかない現状を見れば、ミネソタ州の CS では、量的な観点からは「公教育体制の再構
築」が実現していると言える。一方、質的な観点からは、MAPES によって、オーソライザーの質
の保障を通して、CS の質保障に取り組んでいると考えることができる。 
 オーソライザーの質を担保するために制度化された MAPES については、筆者らの上記の発表
で明らかにした通り、評価者としての School Works が個々のオーソライザーに対して、一定の
基準に基づく評価と支援を展開していることが分かる。結果として、大半のオーソライザーが基
準を満たし、更なる 5年間のオーソライザーとしての資格を維持することができた。 
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